
番号 地区 担当班 内容 回答

1 西江原 2班
国保税の改正について、均等割りが、所得額が
最高でいくら。所得額が最低でいくらかを教えて
ほしい。

　井原市の国民健康保険税は、所得割額（世帯の加入者の所得により計算）、均等割額
（加入者１人あたり）、平等割（１世帯あたり）の３方式で算出しています。また、税には、
医療分、後期高齢者支援金分、介護分（４０～６４歳までの方が対象）があり、それぞれ
を算出した後に合算して、国民健康保険税額となります。
　お尋ねの国民健康保険税が最高税額となる所得額についてですが、例えば、１人世帯
（介護分あり）の方を例にしますと、所得額が６，０８３，３３４円を超えた場合、医療分、後
期高齢者支援金分、介護分がそれぞれ課税限度額（医療分５４０，０００円、後期高齢者
支援金分１９０，０００円、介護分１６０，０００円）となり、合算の結果、最高税額である、８
９０，０００円になります。なお、２人世帯（２人とも介護分あり）の場合は、均等割額が２人
分となるため、世帯の所得額が５，７７３，３３４円を超えた場合に医療分、後期高齢者支
援金分、介護分がそれぞれ課税限度額に達することになり、最高税額の８９０，０００円と
なります。
　また、最低税額となる所得額についてですが、こちらも１人世帯（介護分あり）の方を例
としますと、所得額が３３万円以下の場合、所得割額はかからず、均等割額及び平等割
額が７割軽減の対象となり、最低税額である２６，６００円（医療分１６，３００円＋後期支
援金分５，２００円＋介護分５，１００円）になります。なお、２人世帯（２人とも介護分あり）
の場合は、上記同様に世帯の所得額が３３万円以下の場合、所得割額はかからず、均
等割額及び平等割額が７割軽減の対象となりますが、均等割額が２人分となるため、税
額は４２，２００円（医療分２６，１００円＋後期支援金分８，０００円＋介護分８，１００円）と
なります。
　なお、国民健康保険税額は、世帯における加入者の所得額、人数、年齢等によって変
わりますので、詳しい計算方法につきましては、市役所税務課（☎６２-９５１０）までお問
い合わせください。（参考資料：平成２８年度　国民健康保険税のご案内）

議会からの報告に対する質疑の回答



 

平成２８年度 国民健康保険税のご案内 

 平成 28年度 国民健康保険税の計算方法（年税額） 
～税率等が改正されました～ 

●所得割額の算出（世帯の国民健康保険加入者の所得に応じて計算） 

 

 

 

 
  

 医療分 後期支援金分 介護分 

所得割額 ○Ａ  ○Ｂ  ○Ｃ  

均等割額（加入者１人あたり） ３２,７００円 ９,３００円 ９,９００円 

平等割額（１世帯あたり） ２１,９００円 ８,１００円 ７,２００円 

合   計 医療分保険税 後期支援金分保険税  介護分保険税 

課税限度額 ５４０,０００円 １９０,０００円 １６０,０００円 

          

 

 

 

医療分保険税＋後期支援金分保険税＋介護分保険税＝平成２８年度保険税 

－ 
平成２７年１月１日～ 
１２月３１日までの 
総所得金額等 

基礎控除 
３３万円 

× 医療分割率    ９．７％ ＝ ○Ａ  

× 後期支援金分割率 ３．０％ ＝ ○Ｂ  

× 介護分割率    ２．８％ ＝ ○Ｃ  

後期支援金分とは 

介護分とは 

介護保険分とは 

０～７４歳までのすべての人で、後期高齢者医療制度を支援するもの 

４０～６４歳までのすべての人で、介護保険制度を支えるもの 

（６５歳以上の人は、国民健康保険税とは別に、介護保険料として納めて頂きます） 

 保険税の軽減制度 
  

 世帯主（国民健康保険の被保険者でない世帯主も含む）と世帯に属する国民健康保険加

入者の前年中総所得金額等により、均等割額と平等割額が下記のとおり軽減されます。た

だし、後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯については、特定同一世帯所属者（下

記参照）の所得も含めます。 

 

区 分 総所得金額等 軽減割合 

下記以外の世帯 

33万円以下 ７割軽減 

33万円＋（加入者数×26.5万円）以下 ５割軽減 

33万円＋（加入者数×48万円）以下 ２割軽減 

後期高齢者医療

制度に移行した

人がいる世帯 

33万円以下 ７割軽減 

33万円＋［（加入者数＋特定同一世帯所属者の数）

×26.5万円］以下 
５割軽減 

33万円＋［（加入者数＋特定同一世帯所属者の数）

×48万円］以下 
２割軽減 

 
 
 

               

・後期高齢者医療制度に移行したため国民健康保険の資格を喪失した人 

・後期高齢者医療制度へ移行した日において同じ世帯に属する国民健康保険の世帯主（以 

後継続して世帯主である人に限る。）と移行した日以後、継続して同じ世帯に属する人（移 

行した日に国民健康保険の世帯主であった場合には、当該日以後継続して国民健康保険 

の世帯主である人） 

後期高齢者医療制度に移行した人（特定同一世帯所属者）とは 

 後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税の緩和措置 
 

■軽減判定についての見直し措置 

 保険税の軽減（左の②参照）に関して、国民健康保険の加入者が、後期高齢者医療

制度へ移行することによって、世帯の国民健康保険の加入者が減少しても、移行し

た人も含めた人数および総所得金額等の合計額で軽減判定を行います。 

 

■平等割額に関する軽減措置 

・国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、残りの加入者

が１人になる場合は、医療分と後期支援金分の平等割額を半額にします。 

（軽減に該当する場合は、半額した後に軽減も行います。）５年間 

・上記の軽減措置が５年を経過した場合、医療分と後期支援金分の平等割額を１／４

軽減します。 

（軽減に該当する場合は、１／４減額した後に軽減も行います。）３年間 

 

■扶養家族に対する減免措置（当分の間） 

 職場などの健康保険（国民健康保険組合を除く）の加入者が後期高齢者医療制度へ

移行することにより、その扶養家族が新たに国民健康保険に加入する場合、65～74

歳までの人は緩和措置の対象になります。 
 

・扶養家族の所得割額を免除 

・扶養家族の均等割額を半額（７割・５割軽減該当者を除く） 

・緩和措置対象者のみで構成される世帯は、平等割額を半額 

（７割・５割軽減該当者を除く） 

① 

② 

③ 

 倒産・解雇・雇い止めなどで離職した方(非自発的失業者)
に対する軽減制度について 

 
●対象となる方 

 次のすべての条件を満たす人が対象です。 

１．井原市国民健康保険加入者で平成21年3月31日以降に失業した人 

 ２．失業時点で65歳未満の人 

 ３．雇用保険受給資格者証をお持ちの人で、 

   離職理由コードが１１，１２，２１,２２，２３，３１，３２，３３，３４の方 

●軽減内容 

  保険税の所得割を算定する際、非自発的失業者の給与所得を３０／１００として

算定します。 

●軽減期間 

  離職の翌日から翌年度末までの間。 

 

※この制度の適用を受けようとする場合には、申請が必要です。 

  （持参するもの）雇用保険受給資格者証、印鑑 
 

④ 

保険税の納付方法について 
 
国民健康保険税は、普通徴収（納付書払い・口座振替）、特別徴収（年

金から天引き）のいずれかの方法で納付していただきます。 

 10 月支給の年金からの特別徴収開始になる人は、１～３期分について

は、今までどおりの納付方法で納めていただきます。 

 

○A 普通徴収 平成 28年度の納期（年６回） 
１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 
5/2 
(月) 

6/30 
(木) 

8/31 
(水) 

10/31 
(月) 

12/26 
(月) 

2/28 
(火) 

※１・２期は暫定賦課。３期以降の税額（本算定時）は、確定した年税額から１・２期 

分を差し引き４回に分けたものです。 

 

○B 年金特別徴収 （年６回） 
１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 

4月 6月 8月 10月 12月 2月 

【特別徴収の対象になる人】 

① 国民健康保険の加入者の年齢が６５～７４歳（平成２８年４月１日現

在）までで構成されている世帯の世帯主（他の健康保険に加入してい

る世帯主は除く） 

② 特別徴収対象年金（老齢・退職年金、障害年金、遺族年金など）を年

間18万円以上受給している人 

③ 国民健康保険税と介護保険料との合算額が特別徴収対象年金額の２

分の１を超えない人 
※お申し出により、年金特別徴収から口座振替へ納付方法を変更すること

ができます。（変更時期は、お申し出の時期により異なりますが、通常

2ヶ月～4ヶ月ほどかかります。）詳しくはお問い合わせください。 

【国民健康保険税は世帯主課税です】 保険税は、国民健康保険の

加入者が属する世帯の世帯主に課税します。世帯主が国民健康保

険に加入していなくても、同一世帯に国民健康保険の加入者がい

れば世帯主が納税義務者（擬制世帯主）になります。 

 

⑥ 

第３期（本算定）の税額は、６月末日現在の加入状況で計算しています。 
７月１日以降の資格の異動・所得更正などによる税額の変更については、８月中旬以降に
通知します。 

問い合わせ 

★保険給付・被保険者資格に関すること 

  市民課 保険年金係 ☎６２－９５１４ 

  芳井振興課     ☎７２－０１１０ 

  美星振興課     ☎８７－３１１２ 
 

★課税に関すること 

税務課 市民税係  ☎６２－９５１０ 
 

★納税に関すること 

税務課 納税係  ☎６２－９５０９ 

 災害、失業、廃業などの事情により収入が激減し、生活が
著しく困難な場合、国民健康保険税の減免制度があります 

  

詳しくは、税務課市民税係までご相談ください。 

⑤ 

所得の申告 
 
世帯主あるいは国民
健康保険加入者で、所
得が不明の場合は、正
しい国民健康保険税
を算出することがで
きませんので、所得税
の確定申告または市
県民税の申告をして
ください。 
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